
議案第２ ５号

平成 ３０年度水Ｆ ・勝Ｆ日都市計画事業東部第２

土ｔＫ画整Ｓ事業特別会計補ｊＥ予算（第１ 号）

平成 ３０ 年度ひた ちなか市の水Ｆ・ 勝ｍ都市計画事業東部第２ 土ｊｔ【Ｘ画整ＪＩ事業特加会計補ｊＥ予算 は，

次に定め ると ころによ る。

（歳入歳范予算の補ｉＥ）

第１ 条　 歳入歳出予算 の総額か ら歳入歳出それぞれ４　５， ８８ ５千 円を減額 し， 歳入歳ｍ予算 の総額を

歳入歳出それぞれ ５９ ８， ６７ ９千日と 定め る。

２　 歳入歳ｍ予算 の補 ｉＥの款項の ［Ｘ分八び肖 該［旡分 ごと のを額並びに補‾を後 の歳入歳ｍ予算の金額 は，

「第 １表　歳入歳ｍ予算補ｉＥ」 によ る。

（繰越明許費）

第２ 条　地方自治法第 ２１ ３条第１ 項の規定によ り， 翌年度に繰り 越して使ｍするこ とができ る経徽は，

「第 ２表　繰越明聳費」 によ る。

（才力債の補止）

第３ 条　地カイ簔の菠］ｔは， 「第 ３表　ｔ方債補ｍ」 によ る。

平成 ３１ 年　 ２１　２　７　日　 を㈹、

平成　　年　　 ｙｘ 日　 議決

ひた ちなか市長　　 大　谷 明

－１－



第１ 表　歳入歳出予算補：Ｅ

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　 （単な　千ｍ

款 項 補‾を前の額 補‾を額 計

２． 国庫支芭金 ９６，２５０ ム２４， ４２０ ７１ ，８３０

１． 国庫補助金 ９６，２５０ ム２４， ４２０ ７１ ，８３０

４． 財産収入 １， ０００ １０，７５０ １１ ，７５０

１． 財産売払収入 １， ０００ １０，７５０ １１ ，７５０

５． 繰入金 ２７ ３， ９２３ ム１ ２， ９０６ ２６ １， ０１７

１． 繰入金 ２７３， ９２３
ｉ

△１ ２， ９０６ ２６ １， ０１７

６． 繰越金 １， ０００ ６９１ １， ６９１

１． 繰越金 １， ０００ ６９１ １， ６９１

８． 市債 ２７２， ２００ ム２０， ０００ ２５２， ２００

１． 市債 ２７２， ２００ ム２０， ０００ ２５２， ２００

歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　計 ６４４， ５６４ ム４５， ８８５ ５９８， ６７９

（歳　 ｉ）

款 項 補ｍ前の額 補‾ｔＥ額 計

１． ［‾瓦圃整ミ事業費 ３７３， １８１ ム４４， ２０６ ３２８， ９７５

１． 東部 第２ 土地 回靤隻え事業・ ３７３， １８１ ム４４， ２０６ ３２８， ９７５

２． ぬ債費 ２７０， ３８３ ム１ ，６ ７９ ２６８， ７０４

１． ぬ債費 ２７０， ３８３ △１ ，６ ７９ ２６８， ７０４

歳　　　　　 范　　　　　 合　　　　　計 ６４４， ５６４ ム４５， ８８５ ５９８， ６７９

第２ 表　繰越 １１モＩＦ費

（単位千ＦＩ）

款 項 事　　　　　業　　　　　佑 金額

１［‾え圃整Ｊｌ事業費 １東部第２土麑

［Ｘ圃整丿里事業費

道路改良等工事 ６， ７９０

建築物移転補償 ９０，８６８

工作物移転補償 ５，４３９

合計 １０３，０９７

２



第３ 表　ｊき方債補ｉＥ

四．　タ！Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位千日）

起債 の目的

補　　　　 ‾を　　　　前 補　　　 ｌＥ　　　後

ほ産額
起債の
方　法

利　率 償きの方法 限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

東部第２ノｄ＝！ふ団
体交付金事業

費
７７，２００

普ａ貸借

又は証券
発行（た

だし，証
券発行の
場合にお

いて発行
価格が額

私金額を
下回 ると

きは，そ
れぞれの

発行価格

差減額を
ミめるた

めに必要
な金額を
限度額に
加算 した
金額を限
度額とす
る）

５． ０９６な内

（ただし，利率
見直し方式で

借り入れる政
府資金八びｔ
方な族団体金
融機構資金に

ついて， 利率
の見直しを
行った後にお

いて は， 售該
見直し後の利
率）

政府資金に

ついては，そ
の融資条件に

より ，銀行その
他の場合に
は， その債権
者と協定する

ところによる。
ただ し， 市財
政の都合によ
り据置期 間八
び償ぎ期ほを
短縮 し， 又は
繰上償ぎ若し

くは低利に借
り換えることが

できる。

６１ ，９００

補‾を前に
同じ

補‾を前
に同じ

補‾を前
に同じ

東部第２ 【Ｘ両整
ミ事業費

１９５， ０００ １９０， ３００
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